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No 項内容

CQ1 化  法誘発脱毛の予防や重症度軽減 頭皮ク リ  シ  ムは勧められ か

FQ2 化  法中の脱毛予防や化  法後の頭髪の再発毛促進 ミノ シジ 外用薬は勧められ か

FQ3 化  法後の睫毛の再発毛促進 ビマト ロ トは勧められ か

FQ４ 化  法 よ 脱毛の再発毛の促進 、非薬物 法の  は勧められ か マッ  ジなど 

FQ５ 化  法 よ 皮膚色素沈着の予防や  としてビタミ Cの投与は勧められ か

FQ６ 化  法 よ 皮膚色素沈着 対す 予防・  としてト ネ  ム酸の投与は勧められ か

FQ７ 化  法 よ 皮膚色素沈着 対してハ  ロ ノ 外用は勧められ か

CQ８ 化  法 よ 手足症候群の予防や重症度の軽減 保湿薬の外用は推奨され か

FQ９ 化  法 よ 手足症候群 対す   として副腎皮質  ロ  外用薬は勧められ か

CQ10 化  法 よ 手足症候群の予防や発症を遅らせ 目的で、ビタミ B6を投与す ことは勧められ か

爪障害 FQ11 タ   系薬剤 よ 爪障害の予防 冷却 法は推奨され か

BQ12 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して保湿薬の外用は勧められ か

BQ13 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して副腎皮質  ロ  外用薬は勧められ か

BQ14 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して抗菌外用薬は勧められ か

FQ15 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して ダパレ の外用は勧められ か

FQ16 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して過酸化ベ ゾ  ゲ の外用は勧められ か

CQ17
分子標的   伴うざ瘡様皮疹の予防あ いは   対して ト   クリ 系抗菌薬の内服は勧められ 

か

FQ18 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対してマクロ   系抗菌薬の内服は勧められ か

鼻前庭炎 FQ19 分子標的   伴う鼻前庭炎 対して推奨され 局所  はあ か

BQ20 分子標的   伴う皮膚乾燥 乾皮症  対して保湿薬の外用は勧められ か

BQ21 分子標的   伴う皮膚乾燥 乾皮症  対して副腎皮質  ロ  外用薬は勧められ か

BQ22 分子標的   よ 皮膚乾燥 乾皮症  伴う瘙痒 対して抗ヒ タミ 薬の内服は勧められ か

CQ23 分子標的   伴う手足症候群 対して保湿薬の外用は勧められ か

FQ24 分子標的   伴う手足症候群 対して副腎皮質  ロ  の外用は勧められ か

FQ25 分子標的   伴う手足症候群 対して創傷被覆材の使用は勧められ か

爪囲炎 BQ26 分子標的   伴う爪囲炎 対して勧められ 局所  はあ か

BQ27 放射線皮膚炎の軽減 洗浄は勧められ か

CQ28 放射線   よ 皮膚有害反応 保湿薬は推奨され か

CQ29 放射線皮膚炎の軽減/予防のため 照射部位への副腎皮質  ロ  外用塗布は勧められ か

CQ30 放射線  中 デオ   トの使用を継続してもよいか

FQ31 軟膏等外用薬を塗布したまま放射線  を受 ても良いか

BQ32 化  法中の患者 対して，安全な洗髪等の 常的ヘ   方法は何か

FQ33 再発毛の促進や脱毛予防 化粧品・医薬部外品等の使用は推奨され か

BQ34
化  法終了後 再発毛し始めた患者や脱毛を起こさない化  法を施行中の患者は，縮毛矯正  ト

レ トパ マ やウェ  パ マを施術してもよいか

BQ35 化  法終了後 再発毛し始めた患者や脱毛を起こさない化  法を施行中の患者は、染毛してもよいか

FQ36 化  法 よ 眉毛脱毛 対して  トメ クは勧められ か

BQ37   薬物 法中の患者 対して勧められ 紫外線防御方法は何か

CQ38 手術瘢痕の顕著化を防ぐ方法として     は勧められ か

BQ39 分子標的   伴う爪障害 対す  常整容的介入として勧められ 方法はあ か

FQ40 タ   系薬剤 よ 爪変化の予防 化粧品・医薬部外品等の使用は推奨され か

BQ41 化  法 起因した脱毛 ウ ッ は勧められ か

FQ42 乳房再建後 使用 勧められ 下着はあ か

QOL CQ43      伴う外見変化 対す 心理・社 的介入は、QOLの維持・向上等 勧められ か

ざ瘡様皮疹

乾皮症
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BQ・FQ 項目一覧 

No 項内容 ステートメント

FQ2
化  法中の脱毛予防や化  法後の頭髪の再発毛促進 ミノ シジ 外用

薬は勧められ か

化  法中の脱毛予防 関しては、ミノ シジ は効果 ないと考えられ 。化  法後の頭髪の再発毛促進 

関しては2 5%のミノ シジ 外用薬 有用であ 可能性 あ  、現時点では明確なエビデ   あ とは言えな

い。

FQ3 化  法後の睫毛の再発毛促進 ビマト ロ トは勧められ か 抗  剤 よ 睫毛脱毛 対して、ビマト ロ トは有用であ 可能性 あ 。

FQ4
化  法 よ 脱毛の再発毛の促進 、非薬物 法の  は勧められ か

 マッ  ジなど 

化  法 よ 脱毛の再発毛の促進 対す   として、マッ  ジ等の非薬物 法の有用性 ついてはエビデ

   なく、今後の検討 待たれ 。

FQ5 化  法 よ 皮膚色素沈着の予防や  としてビタミ Cの投与は勧められ か

化  法 よ 皮膚色素沈着 対して，ビタミ C 予防及び  効果 あ という報告はない。一般的な色素

沈着疾患 対して  効果を示す報告はあ  ，その色素沈着をきたす機序は明らかではなく，化  法 よ

 色素沈着 応用でき との十分な根拠はない。

FQ6
化  法 よ 皮膚色素沈着 対す 予防・  としてト ネ  ム酸の投与は

勧められ か

化  法 よ 皮膚色素沈着 対して，ト ネ  ム酸 予防・  効果 あ という報告はない。ト ネ  ム

酸は，古くから肝斑 対す   薬として，内服・外用・注射など様々な検討 なされ，  効果を示す報告は

あ  、肝斑をきたす機序は明らかではなく，化  法 よ 色素沈着 応用でき かは今後の研究 待たれ 。

FQ7 化  法 よ 皮膚色素沈着 対してハ  ロ ノ 外用は勧められ か

化  法 よ 皮膚色素沈着 対して，ハ  ロ ノ 外用   効果 あ という報告はない。健常人    

皮膚の色素沈着 肝斑や炎症性色素沈着  対して  効果を示す報告はあ  ，長期使用 伴う有害反

応 懸念されて り，非ハ  ロ ノ 製剤の開発 進 でい 。

FQ9
化  法 よ 手足症候群 対す   として副腎皮質  ロ  外用薬は勧め

られ か

化  法 よ 手足症候群 対す   として副腎皮質  ロ  外用薬は実臨床でしばしば用いられてい 

 、その推奨度 ついては今後の検討 待たれ 。

FQ11 タ   系薬剤 よ 爪障害の予防 冷却 法は推奨され か タ   系薬剤 よ 爪障害の予防として，冷却 法の有効性 検討されてい 。

BQ12 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して保湿薬の外用は勧められ か

分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して保湿薬単剤では効果を認めない 、皮膚の状態を健常 保つ目的で、

全体の  のひとつであ 保湿薬をきりはなすことはできない。このため分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して

保湿薬の外用 一般的  こなわれてい 。

BQ13
分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して副腎皮質  ロ  外用薬は勧められ 

か

ざ瘡様皮疹の  及び悪化の予防 対して副腎皮質  ロ  外用薬を用い ことは自覚症状や皮疹の軽減を

目的として、高いエビデ  は無い 勧められ 。

BQ14 分子標的  薬伴うざ瘡様皮疹 対して抗菌外用薬は勧められ か
軽症のざ瘡様皮疹の   抗菌外用薬を用い こと ついては高いエビデ  は無い 自覚症状や皮疹の軽減を

目的 勧められ 。

FQ15 分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して ダパレ の外用は勧められ か
分子標的薬   伴うざ瘡様皮疹の予防を目的 、 ダパレ を外用す ことの有用性は低い 、  ロ  外用

で改善しないざ瘡様皮疹 対す   効果 期待でき 可能性 あ 。

FQ16
分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対して過酸化ベ ゾ  ゲ の外用は勧められ

 か

分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対す 過酸化ベ ゾ  ゲ 外用の有用性はエビデ   不十分であり、使用

 あたっては十分な注意 必要であ 。

FQ18
分子標的   伴うざ瘡様皮疹 対してマクロ   系抗菌薬の内服は勧められ

 か
子標的  薬    選択肢の一つとして、今後さらな 検討 期待され 。

FQ19 分子標的   伴う鼻前庭炎 対して推奨され 局所  はあ か
分子標的薬   伴い鼻前庭炎は高頻度  こりう 有害事象であ 。 症 対す 確立した  法はない

 、鼻粘膜の乾燥 対す 保湿薬外用や感染 対す 抗菌薬外用などの局所 法を考慮してもよい

BQ20
分子標的   伴う皮膚乾燥 乾皮症  対して保湿薬の外用は勧められ 

か

分子標的薬を用いた   際し皮膚乾燥 乾皮症：Xerosis  生じ こと あ 。この症状 対しては強いエ

ビデ  は無い 、皮膚症状と自覚症状の軽減を目的とした保湿薬の使用は勧められ 。

BQ21
分子標的   伴う皮膚乾燥 乾皮症  対して副腎皮質  ロ  外用薬は

勧められ か

・ 皮膚乾燥 乾皮症：Xerosis  より、表皮角層 亀裂を生じ、二次性紅斑、瘙痒などを伴う二次性の湿疹

 生じ こと あ 。このような状態 対しては強いエビデ  は無い 、皮膚炎と自覚症状の軽減を目的とした副

腎皮質  ロ  外用薬の使用は勧められ 。

・ 二次性の湿疹や瘙痒などの自覚症状を伴わない皮膚乾燥 乾皮症：Xerosis のみ 対して副腎皮質  

ロ  外用薬を用い ことは原則的 勧められない。

BQ22
分子標的   よ 皮膚乾燥 乾皮症  伴う瘙痒 対して抗ヒ タミ 薬の内

服は勧められ か

皮膚乾燥 乾皮症：Xerosis  より、瘙痒を生じてい 症例  いて強いエビデ  は無い 、掻破 よ 二次

性湿疹の増悪抑制、瘙痒などの自覚症状軽減を目的とした抗ヒ タミ 薬の内服は勧められ 。

FQ24
分子標的   伴う手足症候群 対して副腎皮質  ロ  の外用は勧められ 

か

分子標的   伴う手足症候群 対しては、悪化防止を目的 副腎皮質  ロ  を外用す こと ついては考

慮をしてもよい。また予防的な使用 ついては今後の検証 待たれ 。

FQ25 分子標的   伴う手足症候群 対して創傷被覆材の使用は勧められ か
分子標的薬とく マ チ ナ ゼ阻害薬 よ 手足症候群の悪化防止を目的 創傷被覆材を用い こと ついて

は、高いエビデ  はない 使用を考慮してもよい。

BQ26 分子標的   伴う爪囲炎 対して勧められ 局所  はあ か
分子標的   伴う爪囲炎 対しての  ロ  外用薬は考慮してもよい。陥入爪や爪周囲肉芽腫 対しては

爪切りやフェノ  法を考慮してもよい 全抜爪は勧められない。



 

 

 

 

No 項内容 ステートメント

BQ27 放射線皮膚炎の軽減 洗浄は勧められ か
放射線  期間中の皮膚洗浄 より皮膚炎は悪化しないもしくは低減す 傾向を認め ため、洗浄す こと 勧

められ 。

FQ31 軟膏等外用薬を塗布したまま放射線  を受 ても良いか
照射部位 付着してい 軟膏等外用薬は、その厚み よっては表面線量を増加させ 可能性 あ  、人   

 デ タはない。また、油膜程度の厚さであれば拭き取 必要 あ とす 十分な根拠はない。

BQ32 化  法中の患者 対して，安全な洗髪等の 常的ヘ   方法は何か

・痒みや  いなどの問題 ない程度 洗髪し，頭皮を清潔 保つこと 勧められ 。

・抗  剤  前 使用していたヘ   製品の選択を第一優先とす 。

・低刺激シャ   の使用を否定しない。

FQ33 再発毛の促進や脱毛予防 化粧品・医薬部外品等の使用は推奨され か

・殺細胞性抗  剤  中，  後の脱毛 関して，再発毛の促進や脱毛予防の化粧品・医薬部外品等(ミ

ノ シジ を除く)の使用 ついては，一部検証 始められた。

・内分泌 法  中，  後の脱毛 関して，高いレベ のエビデ  はないものの，ミノ シジ 外用の使用

は否定されない。

・分子標的薬，免疫チェック   ト阻害薬  中，  後の脱毛 関して，再発毛の促進や脱毛予防の化

粧品・医薬部外品等の使用 ついては，検証は行われていない。

BQ34
化  法終了後 再発毛し始めた患者や脱毛を起こさない化  法を施行中

の患者は，縮毛矯正  トレ トパ マ やウェ  パ マを施術してもよいか

患者のＱＯＬ 向上す ならば、十分 毛髪 伸びた後、技術力のあ 理美容師 縮毛矯正  トレ トパ 

マ またはウェ  パ マを行うことを否定しない。

BQ35
化  法終了後 再発毛し始めた患者や脱毛を起こさない化  法を施行中

の患者は、染毛してもよいか

・次の５項目を満たしたうえで，専門家 注意深くヘ カ  剤 よ 染毛を行うことを否定しない。

①過去 染毛剤 よ  レ ギ や皮膚症状 ないこと

②頭皮 湿疹など ないこと

③染毛剤の使用 適した長さまで毛髪 伸びてい こと

④地肌 薬剤 つかないよう 染毛す こと

⑤使用前のパッチ  ト 陰性であ こと

・上記の５項目を満たしたうえで，ヘナ・ 歯黒式ヘ カ  を用いて染毛を行うことを否定しない。

・製品 記載の使用上の注意 従ったうえで注意深く行うならば，ヘ マニ ュ やカ  リ  ，カ  トリ トメ 

ト，一時染毛料を用いて染毛を行うことを否定しない。

FQ36 化  法 よ 眉毛脱毛 対して  トメ クは勧められ か

  トメ ク より，  患者のQOL 改善す エビデ  はない．反対 ，  患者を対象とした合併症やMRI

検査への支障などの害のエビデ  もほと どない．今後は，医     タトゥ  瘢痕や植皮の色調修正，乳

輪や口唇粘膜の描写，等 の普及 ともない，そのQOLへの効用や，色素素材の改良など よ 安全面の研

究 期待され ．

BQ37   薬物 法中の患者 対して勧められ 紫外線防御方法は何か

  中、紫外線暴露を避  必要のあ 患者は、外出時 はでき だ 皮膚を露出しない衣類 長袖・長ズボ 

等 を着用し、更      、帽子や 傘などを利用し物理的 紫外線防御を行う。衣類で遮蔽できない部分

 ついては、   クリ  剤  焼 止め化粧品 を利用す とよい。

BQ39
分子標的   伴う爪障害 対す  常整容的介入として勧められ 方法はあ

 か

分子標的   伴う爪障害 対す  常整容的介入として、爪や爪周囲の基 的な     「清潔・保湿・保

護 刺激の回避 」 勧められ 。爪囲炎や爪周囲の肉芽種の悪化予防のため、爪切り、     を行うことは

考慮してもよい。菲薄化・脆弱化した爪 、マニ ュ を使用す ことは否定しない。

FQ40
タ   系薬剤 よ 爪変化の予防 化粧品・医薬部外品等の使用は推奨され

 か

タ   系薬剤 よ 爪変化の予防として、化粧品等を用いた予防効果はいくつか報告されてい ものの、確立し

た方法はまだない。

BQ41 化  法 起因した脱毛 ウ ッ は勧められ か

・ウ ッ  は病気の  や予防の効果はなく、脱毛の状態そのもの 影響す ことはない。

・ウ ッ の使用   化  法 起因した脱毛患者のQOL 与え 影響 ついては、十分 検証されていない

 、脱毛した患者の多くはウ ッ を必要として り、患者の希望 応じたウ ッ の使用 勧められ 。

FQ42 乳房再建後 使用 勧められ 下着はあ か 乳房再建術後 使用す 下着の着用時期や素材・機能性など ついて、検証は行われていない。



序論：本ガイドラインについて 

  

１．本ガイドラインの目的 

 

                      2021 年版 以下，「       」とす  は，国立  研究セ

 タ   研究開発費「  患者の外見支援 関す       の構築 向 た研究」班 作成した「  患者 

対す         の手引き 2016 年版 以下，「手引き」とす  の改訂版として作成された。その目的は，

手引きと同様，①      伴い外見 生じ 症状 関す   行為，患者指導 よび情報提供 際して，

医 者 より良い        の方法を選択す ための基準を示すこと，② 現在まで 集積してい エビデ  

を記すこと よって，        研究の現状と課題を明らか す ことであ 。 

長い間，外見 現れ 副作用は，医 の中では直接生命 関わらないことから軽視され，その作用機序はもち

ろ ，予防法や  法も科 的 検証されてきたとは言い難い。例えば，脱毛や皮膚症状の程度は，有害事

象として定性的  レ  分類 CTCAE されてい  ，評価者の主観 影響しやすく再現性 欠  指標であ

り，それを用いた医 ・看護 の研究自体も少ない。また，外見変化 関して提供され 情報や  は，  法

としての薬剤の処方 始まり，     ，時 は化粧などを含む広範囲の行為 対象であ  下図 。そのため，

医 ・看護 ，香粧品 など 積極的 関わ 必要 あ  ，その 際性ゆえ ，十分 検討されてこなかった。

その結果，研究も僅少であり，医 者のコ トロ  の及び難い外見 関す 多くの情報は，有効性や安全性 

関す 科 的根拠 乏しいまま流布されてい 状況 あ 。 

しかし，近年，  患者を取り巻く環境は大きく変化した。患者の生存期間 延長し，通院  環境の整備 

進み，働く患者 増加した現代の  医   いて，    の継続や推進は，外見の支援なくして語れない

時代 なってい 。実際，「尊厳を持って安心して暮らせ 社 の構築」をうたった 2018 年の第三期  対策推

進基 計画 ，初めて「      」の課題 取り上げられ，患者の QOL 向上のため 医 者 外見の問題を

適切 支援でき こと 求められ よう なったことは，顕著な変化であ 。これらの状況を踏まえ，患者への情報

提供の質を向上させ，今後の多領域の連携推進や更な 研究の発展を目指して，         作成された。 

 

 

2. 改訂の経緯及び相違点 

 

       は，手引きの改訂手続き 関す 記載 今後，JASCC の協力を得て改訂を行う予定であ 。 

 則り，JASCC 皮膚障害部  現 Oncodermatology 部                    WG  

作成した。今回の改訂は，①頭皮冷却法の研究や免疫チェック   ト阻害薬など，重要な臨床課題  いて

新たな研究知見 蓄積され 5 年目の改訂を行う必要 生じたこと，②第 3 期  対策推進基 計画 も記載

されたよう ，  医   いて外見の問題 対す 認知 高まり，医 者 EBM  基づく適切な情報提供や



質の高い  を行うこと 求められ よう なったからであ 。 

 手引きとの相違点は，①作成主体及び委員選任手続き，②作成手続き，③研究資金であ 。 

①作成主体は，前述したよう 国立  研究セ タ   研究開発費の研究班から，            

  の              作成 WG  変更された。そして，委員の選任手続きの透明性は，手引きでは，

原 作成後の 4   から推薦された 8 名からな 外部評価委員  より担保した ，      では，最初の

作成段階から関連  推薦の研究者を委員 加えた。すなわち，手引き作成時の委員をベ   ，  皮膚

科  ，  臨床腫瘍  ，  放射線腫瘍  ，    看護  ，  臨床薬  ，  香粧品

  ，  心理  から各 2 名，全国  患者団体連合 から３名の委員の推薦を受 ，      作成

委員 を構成した 資料１ 。そして，全員             より，皮膚障害部         

WG のメ バ として任命された。 

②作成方法は，準拠す       作成マニュ  の変更 よ ものであ 。2014 年 Minds(Medical 

information network distribution service) ，GRADE   ロ チを参考として新しい診       の作

成方法『Minds 診       作成マニュ  』を示した。しかし，手引き作成当時は，2007 年の同マニュ  

からの移行期であり，研究の少ない        の領域  いては 2007 年版 従う方 適切であ との専門

家の意見もあったため，2007 年版 則って作成した。その後，多くの       新しいマニュ   則 こと な

ったため，       も，着手時の最新版であ 『Minds 診       作成マニュ  2017 年版』 従い，

厳格な手続きで検討を行った。 

③研究資金は，国立  研究セ タ 研究開発費から厚労科研費へと資金源 異な 。       は，令

和 2 年度厚生労働科 研究費  患者 対す 質の高い        の実装 資す 研究

 20EA1016：研究代表者 野澤桂子     研究の一部，「        の      2021 改訂版

作成研究」として行われた。質の高い        の推進 は，エビデ   基づく情報基盤の整備 不可欠だ

からであ 。 

 

３．特徴及び注意点 

 

       の第一の特徴は，医  皮膚科・腫瘍内科・放射線科・形成外科・乳腺科 のみならず，看護

 ，薬 ，香粧品 ，心理  外見と心理 という全く異な 専門領域の専門家 ，  患者の外見支援と

いう目的のもと 協働して作成したことであり， 際的で画期的な試みといえ 。 

第二の特徴は，医 者  来行う副作用症状 対す   行為や患者指導   指針編  加えて， 

来は患者の自由裁量 基づくべき 常整容行為でありな ら，医 者 患者から質問されやすい項目  常整

容行為編 も臨床課題として採用した点であ 。 

な ，       は，現在得られ エビデ  を集積・整理・検討し，現時点での患者支援 有用な情報提

供を目的とす ものであり，        記載されていない  法や患者指導，情報提供 行われ ことを制

限す ものではない。 

 

 

 

 



4．対象患者 

 

     よ 外見の変化 問題とな 患者 化  法・分子標的  ・放射線  ・手術 法を，これから

受  /現在受 てい /過去 受 た患者 を対象とし，痩せや皮膚転移など，  そのもの より外見の変化

 生じた患者を含まない。 

 

5．想定する利用者 

 

        は，医師，看護師，薬剤師，その他の医 従事者を対象とす 。 

 

6. ガイドラインの構成 

 

        は，各領域の基 事項やト ックからな 「総説」のほか，重要臨床課題 対す 「BQ」「CQ」

「FQ」から構成され 。前回の手引き 比べ，新た 「BQ」「FQ」の項目 加わったこと，「CQ」の作成手続き 厳

格 なったこと 大きく異な 点であ 。 

BQ（Background question：バックグランドクエスチョン）：すで 標準  として位置付 られ など，

その知識や技術 広く臨床現場 浸透し，十分なコ セ   を得てい と考えられ 内容 ついても，重要な臨

床課題 ついては概説した。また， 来 CQ で扱うべき内容であ  ，古いデ タしかなく，今後も新たなエビデ 

  出てく ことはないと予想され 内容も BQ  含めた。 

CQ（Crinical question：クリニカルクエスチョン）：判断 迷う重要臨床課題を取り上げ，シ  マ  ック

レビュ や推奨決定 議の投票などの厳格な作成手続きを経て，推奨を決定し，その内容 ついて概説した。 

FQ（future research question：フューチャーリサーチクエスチョン）：CQ として取り上げ  は，デ タ 

不足してい  ，今後の課題や将来の研究対象と考えられ 事項 ついて，現状を概説した。 

 

7. 作成手続き 

 

基 的な作業の流れは，①項目作成，② コ  作成，③シ  マ  ックレビュ ，④推奨作成，⑤JASCC

      委員  よ 評価，⑥パ リックコメ トの募集 より行われた。但し，BQ と FQ  関しては，   ト

メ トを委員 内のデ  カッショ や  レビュ  領域    内査読及び    間交換査読を実施  基づ

いて決定し，② ④の手続きは行っていない。作成準備段階から，セミナ 受講含めて Minds の先生方の指導を

受 な ら，診       作成マニュ  2017 の手続き 則り作成した。 

 

１ 当該  マの現状把握と BQ・CQ・FQ 項目の作成 

       のベ  とな 手引き作成 際しては，7 つの調査研究を行い，  患者の外見支援の現状と課題

を，医 者・患者・製薬企業・美容専門家・WEB の観点から明確 した。その結果，外見支援 関す 情報の

全体像と手引き  いて提示すべき課題 明らかとなり，「化  法」「分子標的  」「放射線  」「 常整

容行為」の 4 領域 50 項目  決定された。内容は，現時点で行われてい 皮膚障害の予防や薬剤 よ 対

処方法などの医 的処置を検証す 「  指針編」と，現在問題となってい 副作用症状 対す 美容的処置



 ex 化粧品や  トメ ク，ネ    など を中心 ，その安全性や有用性を明らか す 「 常整容行為編」

と 大別された。 

       でも，手引き同様 4 領域 分 ，第 1 回      委員  2020 年 2 月 11   で方向性

を共有した後，領域    ごと 手引き 50項目の重要臨床課題 ついて，BQ・CQ・FQ の分類を含めて再検

討を行った。その結果，最近の研究や問題状況を反映して，13 項目 削減され，新規 14 項目を含む 51 項

目の候補 出された。その後の作成過程  いて，独立した項目とす  は時期尚早と判断された項目は，総論

のト ック  含め などして，最終的 43 項目 なった。な ，手引きと異なり， 常整容編は，     や

ヘ   ，化粧などの「香粧品」のみならず，ウ ッ ・下着・紫外線遮断生地 関す 「被服」も追加された。 

 

2  コ  の作成 

 51 項目の重要臨床課題のうち，CQ  選定された項目 関しては，その構成要素を PICO P：Patients，

I：Intervention，C:Comparisons，0：Outcome という形式で抽出した。 ウトカム ついては，益と害

 含まれ よう 設定し，それぞれ 臨床    重要度評価 1 9 点 行い，最終的な推奨度決定の際 判

断基準の一つとした。 

 

３ 文献検索 

文献は，特定非営利活動法人  医 図書館協 診       作成支援事業 対し，項目とそれ 関す

  コ  ，     ，代表的な既知論文を提出して検索を依頼す ととも ，担当者 よ ハ    チも行い，

収集した。文献デ タベ  は，「PubMed MEDLINE 」「医中誌Web」「CINAHL」「Cochrane Library」

を基  ，領域 応じて「J STAGE」「PsycINFO」等も検索対象とした。検索対象期間は，原則として前回の

手引き以降の 2015 年 4 月～2020 年 3 月とした ，新設項目 関しては，開始年度を 2000 年 1 月とし

た。手引き作成時 検索対象とした文献 2000年 1月～2015年 3月  ついては，手引き 引用した文献

のみならず，全ての検索結果を引き継ぎ，確認す こととした。また， 手引き作成中 報告された文献等 つい

ても，委員 で必要と認められたものはエビデ  として追加採用した。 

検索式を用いて抽出された論文 ついては，領域ごと 担当委員 2 名 独立して一次 クリ ニ   抄録のみ

対象 及び二次 クリ ニ    文も対象 を行い，解析対象とな か否かを決定した。また，採用す エビデ

  は，PICO フレ ム  クを基準 ，シ  マ  ックレビュ 及び個々の  ダム化比較試験を優先す こととし

た。これ 対して， ウトカムの情報 十分でないと判断されたエビデ  は基 的 評価対象外とした。ただし，エ

ビデ   少ない領域のため，単群の前向き試験や観察研究も評価対象とし，領域 よっては，症例報告や総

説，   トからも必要 応じて選択した。また，原則として「ヒト 対象のもののみを採用」した ， 常整容など

のエビデ  の極めて少ない領域  いては，in vivo や in vitro の研究も含めた。な ， 邦では保険適用外

の  法 ついても，科 的根拠 あり      として掲載す こと 適当と判断したもの ついては採用した。 

各項目で引用した文献 は，      使用者の利便性を考えて PubMed ID と表 1 の研究デザ  を付記し

た。 

 

 

 

 



表１  本ガイドラインにおける研究分類 

  略語 内容 

1 SR（メタ） 
メタ ナリシ を用いたシ  マ  ックレビュ                    

  来２ 含まれ べきものだ ，読み手の利便性を考え，明示す   
2 SR 一般的なシ  マ  ックレビュ  

3 ランダム   ダム化比較試験 

4 非ランダム 非  ダム化比較試験 

５ 単群試験 
単一の介入条件のみを設定し，介入前後を比較す ことで介入の効果を検証  

例：第 2相試験 
６ コホート 分析疫 的研究 コホ ト研究  

７ 
ケースコントロ

ール 
分析疫 的研究 症例対照研究  

８ 横断 分析疫 的研究 横断研究  

９ ケースシリーズ 記述研究 症例報告や   シリ ズ  

10 ガイドライン 診        

11 記載なし 
患者デ タ 基づかない，専門委員 や専門家個人の意見は，参考 した 

エビデ  としては用いないこととした文献 

12 レビュー 
 総説的なまとめ 

  来 10  含まれ べきものだ ，読み手の利便性を考え，明示す   
注 この順は，エビデ  レベ を表すものではない。 

 

4 シ  マ  ックレビュ  

①個々の報告 対す 評価 Step1  

 ウトカムごと まとめられた文献集合の個々の論文 ついて研究デザ   介入研究・観察研究 ごと バ   

リ ク，非直接性を評価し，対象人数を抽出した。効果指標の提示方法 異な 場合は，リ ク比，リ ク差な

ど 統一し，エビデ  総体として記載した。 

②エビデ  総体の評価 Step２  

一つの ウトカムで選択抽出された複数の論文をまとめて，エビデ  総体を評価した。具体的 は，RCT や観察

研究などの研究デザ  ごと それぞれの文献集合をまとめ直し，改めてバ   リ ク，非直接性を評価したうえで，

非一貫性，不精確性，出版バ   なども評価し， ウトカム全般 関す 全体的なエビデ  の強さを決定した

 表２ 。具体的 は，Minds のマニュ   従い，RCT では，エビデ  の強さを「強」から始めて上記マ ナ 

5要因 あれば段階を下げ こととし，逆 ，観察研究は「弱」から始めて介入効果の大きさ，用量 反応勾配，



可能性のあ 交絡因子 よ 効果の減弱の3要素で優れたもの ついては，1段階上昇させ 評価を こなった。 

 

         表２  推奨決定のためのアウトカム全般のエビデンスの確実性（強さ） 

A 強      ：効果の推定値 強く確信 あ  

B 中      ：効果の推定値 中程度の確信 あ  

C 弱      ：効果の推定値 対す 確信は限定的であ  

D とても弱い  ：効果の推定値 ほと ど確信できない 

 

な ，手引きの際はRCTか否かなど「試験デザ  」のみ 基づいてエビデ  レベ を評価していたの 比較して，

       では，バ   リ クなどの研究の「質」を丁寧 評価して判断した点 大きく異なってい 。 

③エビデ  の統合 定量的シ  マヒックレビュ と定性的シ  マ  ックレビュ   

各 CQ の ウトカムごと ，定量的シ  マ  ックレビュ  可能なものは，解析ソフト Review Manager を用い

てメタ ナリシ を行い評価した。定量的 統合して評価す こと できないもの 関しては，論理性や確実性など

を文脈から評価す 定性的シ  マ  ックレビュ のみを行った。 

 

5 推奨決定 

①推奨 の作成 

各領域      いて，複数回の ZOOM 議を開催し，CQ ごと 「推奨」と「推奨の強さ」を決定したうえで推

奨文を推奨決定 議 提出した。推奨決定の際 考慮したのは，「 ウトカム全般 対す エビデ  の強さ」「益

と害のバ   」「患者の価値観や好み」「コ ト 但し，報告や       あ 場合のみ評価 」の 4 要素であ

 。 

②推奨決定 議の出席者 

推奨決定 議 は，各領域    からの代表 1 名   リ ダ  含め，専門領域ごと 2 名の計 18 名，

 よび研究代表者 議長として参加し，19 名で構成されたた。専門領域は，腫瘍内科，皮膚科，放射線 

 ，形成外科，心理 ，薬 ，看護 ，香粧品・美容 ，患者代表の９領域であ 。 

③推奨決定の手順 

事前 ，              全体の項目概要及び各領域    から提出された CQ 項目 作成資料

 推奨文 ・エビデ  総体シ ト・定性的シ  マ  ックレビュ シ ト・メタ ナリシ シ ト を全参加者 郵送

した。当 は，各 CQ  ついて，当該項目責任者 不在の場合は  リ ダ   推奨作成の経緯と文  つ

いて説明した。その後，推奨 ついての議論を行い，推奨決定のための投票 入った。 

投票は，推奨決定方法を予め次のよう 定めて実施した。まず，CQ ごと 経済的・ 術的 COI を有す 者と当

該項目作成の責任者は，投票を棄権し，定足数からも除外した。投票 よ 合意形成は，70％ 達す まで

3 回を限度とす こととし，Zoom  議の投票機能を用いて無記名投票を行った。選択肢は，「行うことを推奨す

  強い推奨 ・行うことを弱く推奨す  弱い推奨 ・行わないことを弱く推奨す  弱い推奨 ・推奨なし・

COI や項目責任者のため棄権す 」であ 。 

 

 

 



         表３  推奨の強さ 

強い推奨     ：行うことを強く推奨す  

弱い推奨     ：行うことを弱く推奨す  

弱い推奨     ：行わないことを弱く推奨す  

強い推奨     ：行わないことを強く推奨す  

 

な ，Minds  よ と，シ  マ  ックレビュ チ ムメ バ と推奨決定 議のメ バ を分離す よう 規定され

てい 。この趣旨は，作成者 推奨決定 際して自己 有利な決定 誘導す ことを回避す であ 。しかし， 

      作成メ バ のよう ，人数 限り あ 場合は，シ  マ  ックレビュ を行った責任者を除外す こと

で，その趣旨を守りな ら合理的な作成 ロセ を勧め こととし， 方法論 関しては事前 Minds と協議を行

い，問題ないとの見解を得た。 

④推奨決定 議の 時 

推奨決定 議は2月21    の午後，長時間，白熱した議論 行われた ，議論 持越し なり，3月

2  火  第 2回 実施された。第 2回の欠席者 2名は，予め不在者投票を提出した。 

 

6 解説文の作成 

推奨決定 議の結果を受 ，各領域     事前 提出していた CQ の解説文草 を修正した。推奨決定

 議 は 13 項目の CQ  提出された ，判断す  はエビデ   不十分であ との議論 なり，FQ とされたも

の ３項目あった。最終的 10項目となった各CQの 文は，①CQ，②推奨文 推奨度・エビデ  の強さ ，

③背景・目的，④解説，⑤検索式・参考 した二次資料，⑥参考文献の順 記載された。 

FQ・BQ も基 的な構成は同様であ  ，推奨文ではなく，   トメ ト なってい 。また，FQ・BQ の解説文

草  ついては，検索文献をベ   執筆担当者 作成後，領域    内での交換査読及び 議 よ 検

討を こなったうえで，領域を越えた    間査読 別の 2領域から 2 名選抜 も実施した。 

な ，現場での利便性を考え，  法別 項目を分類す こととした結果，化  法・分子標的    いて

重複す 副作用 手足症候群など の項目 存在す こと なり，内容 一部重複を生じ こと なった。 

 

7 JASCC       委員  よ 評価 

草 修正後，JASCC       委員  より，AGREEⅡチェックリ ト 基づく評価を受 た。JASCC     

  委員  は       作成メ バ は含まれて らず，評価は独立性をもって実施された 評価期間

2021 年 4 月 20  ～5 月 20   。その後，       作成委員   いて評価内容を精査し，対応策

を決定した。すなわち，実施した手続き もかかわらず未記載と指摘された事項など，軽微な点 関しては追記及

び再報告を行い，今後の課題とな 事項 ついては次期の改訂 反映させ こととした。 

 

8 パ リックコメ トの募集 

Minds の協力を得て，JASCC 及び協力 7   及び患者 の HP でパ リックコメ トを募集す  募集期間

2021 年 7 月５ ～7月 15   。パ リックコメ トで得られた意見を精査して，必要かつ可能な修正を加えた

うえで，              の最終 を作成す 。 

 



8．情報の公開 

 

広く利用され ため ，       は書籍として出版し，一定期間経過後，Minds           リ など

とリ クしな ら  ホ ムペ ジ 公開す 予定であ 。 

そのうえで，より一層の      の普及と活用促進を目指して，内外の関連       術集 やセミナ 

などで積極的 発表を行うほか，メデ  取材 も対応す 。2016 年の手引き発刊時 は，新聞や雑誌 20 紙

で広く取り上げられた。また，2022 年度 改訂を予定してい 医 者向         e learning 教育資

材 ，       の内容を反映させ，エビデ   基づく適切な        の普及・実装化を図 。な ，

普及度調査の実施方法などは，今後の課題であ 。 

 

9．改訂手続き 

 

       は，                いて 5 年を目処 改訂を行う予定であ 。 

 

10.資金源 

 

令和 2 年度厚生労働科 研究費  患者 対す 質の高い        の実装 資す 研究

 20EA1016：研究代表者 野澤桂子 の助成を受 て実施した。 

 

10．利益相反 

 

       の作成 あたり，      作成委員及び協力委員全員 ，別紙 COI 自己申告書の基準 資

料２  基づき，過去 3 年間の経済的利益相反を申告した 資料３ 。関連す 者全員  いて，利益相

反規定 抵触す ものはないことを確認した ，念のため，申告 あった者 ついては，各領域    内のリ ダ

 や  リ ダ の責務を担わないこととした。また，推奨決定の投票 際しても，CQ ごと 経済的及び 術的

COI の有無を確認す ととも ，当該項目作成の責任者は投票から除外した。 

 

11.一般向け概説書 

 

患者や家族，理美容師などの美容   関わ 専門家 ，広く外見の症状 対す   法や  方法の理解を

深め ととも ，エビデ  の現状を知り，徒 情報 惑わされないよう       の一般向 概説書の出版を

検討中であ 。 

 

12.参考文献 

1 Minds 診       作成マニュ  2017 

http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/pdf/manual_all_2017.pdf 

2 AGREEⅡ  語訳 

https://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/pdf/AGREE2jpn.pdf 



3 国立  研究セ タ 研究開発費   患者の外見支援 関す       の構築 向 た研究班 編. 

 患者 対す         の手引き 2016 年版. 東京, 金原出版. 

4   乳癌   編. 乳癌診       1   編 2018 年版. 東京, 金原出版. 

5   乳癌   編. 乳癌診       2 疫 ・診断編 2018 年版. 東京, 金原出版. 

6   膵臓  膵癌診       改訂委員 編.膵癌診       2019 年版. 東京,金原出版.  



資料１     アピアランスケアガイドライン作成委員会名簿（2021/03/01 現在） 

【研究責任者】 

野澤 桂子 国立  研究セ タ 中央病院        支援セ タ        支援セ タ 長 

 

【      作成委員】 

・患者代表  

多和田奈津子 若年  患者 ロ ズマリ /社     ・ネク  ・ジャパ  

古谷  浩 精巣腫瘍患者友の   

山口 典子 CSR  ロジェクト  

 

・化  法  

清水千佳子 国立国際医 研究セ タ 病院   総合診 セ タ /乳腺・腫瘍内科科長 

下井 辰徳 国立  研究セ タ 中央病院 乳腺・腫瘍内科 医員 

宇田川涼子 国立  研究セ タ 中央病院 薬剤部 薬剤師 

齊藤 典充 なごみ皮膚科 院長 

齋藤 昌孝 慶応義塾大  皮膚科 教室 皮膚科専任講師  

齊藤 光江 順天堂大 医 部 乳腺内分泌外科 主任教授 

玉井 奈緒 東京大 大 院 医 系研究科 特任准教授 

渡辺 隆紀 仙台医 セ タ  乳腺外科 乳腺外科医長 

 

・分子標的    

清原 祥夫 静岡県立静岡  セ タ  皮膚科 皮膚科部長 

吉川 周佐 静岡県立静岡  セ タ  皮膚科 医長 

久保 晶子 国立  研究セ タ 中央病院 薬剤部 薬剤師 

中井 康雄 三重大 病院 皮膚科 助教 

西野 和美 大阪国際  セ タ  呼吸器内科 呼吸器内科 副部長 

柳   朝子 国立  研究セ タ 中央病院 看護部 看護師 

山崎 直也 国立  研究セ タ 中央病院 皮膚腫瘍科 科長 

 

・放射線    

角 美奈子 東京都健康長寿医 セ タ 放射線  科 科長 

齋藤  ネ優子 順天堂大 浦安病院 放射線科 准教授 

荒平 聡子 関東労災病院 放射線  科 放射線  科部長 

飯野 京子 国立看護大 校 成人看護  教授 

関口 建次 苑田 放射線クリニック 副院長 

全田 貞幹 国立  研究セ タ 東病院 放射線  科 医長 

 



・ 常整容  

高田 定樹 大阪樟蔭女子大   芸 部化粧ファッショ  科 副 長 教授 

藤間 勝子 国立  研究セ タ 中央病院       支援セ タ  臨床心理士・公認心理師 

阿部 恭子 東京医 保健大  千葉看護 部 臨床看護  教授 

伊藤 隆司 花王株式 社ヘ   研究所 シニ 研究員 

今西 宣晶 慶應義塾大  解剖 教室 准教授 

酒井  瞳 近畿大 医 部 内科  助教 

佐藤  隆 東京薬科大  薬 部生化 教室 教授 

塩澤  綾 神奈川県立  セ タ  看護部   看護専門看護師 主任看護師 

高山か   済生 川口総合病院 皮膚科 主任部長 

南野 美紀 武庫川女子大  薬 部健康生命薬科 科 客員教授 

春木ひか  東京大 医 部付属病院 看護部   看護専門看護師 副看護師長 

真覚  健 宮城大  看護 群 看護 部教授 心理   

松     共愛 園前橋国際大  心理・人間文化コ   教授・ 長補佐 

山崎多賀子 NPO法人 ャ   リボ ズ 美容ジャ ナリ ト 

 

【作成協力委員】 

奥村 真之 国立  研究セ タ 東病院 放射線  科レジデ ト 

尾関 理恵  順天堂大 医 部 乳腺腫瘍 講座 助教 

富田 知子 山野美容芸術短期大  美容総合 科 教授 

筒井 啓太 国立癌研究セ タ 中央病院 皮膚腫瘍科 皮膚腫瘍科レジデ ト 

原田 輝一 医 法人生登  形成外科 医師 

岸   悟史    浅沼コ  レ ショ 株式 社 

 

【外部評価委員】 

              所属・・氏名   追記予定 

 

【作成委員推薦協力  及び団体】 

   皮膚科  ，  臨床腫瘍  ，  放射線腫瘍  ，    看護  ，  臨床薬  ，

  香粧品  ，  心理  ，全国  患者団体連合  

 

【特別支援団体】 

  医 図書館協 ，  医 機能評価機構 Minds  

 

 

 

 

 



資料２     COI 申告票 

 

           

 

 

 

年 2 月 1 日 年 1 月 31 日 の

その他

( )

診療ガイドライン名 アピアランスケアガイドライン2021年版

氏　　　　名

所　　　　属

上記の診療ガイドラインに関連する 2017 から 2020

期間の企業・組織・団体との経済的関係について以下の通り申告する。

関連項目
申告基準

(一社あたり)
COIの
有無

本人／
家族

時期

以上／年

株 100 万円

企業・組織・団体名 備考

役員・顧問職 100 万円

以上／年

特許権使用料 100 万円

以上／年

以上／年

原稿料 50 万円 本人

講演料 50 万円 本人

以上／年

以上／年

奨学（奨励）寄付金 100 万円 本人

以上／年

研究費（受託・共同研
究費）

100 万円 本人

寄付講座 所属の有無 本人

申告日： 2020年 2月 11日

　署名：

以上／年

万円



資料３     ガイドライン作成委員及び作成協力委員の COI（過去３年）  

       


